○猪苗代町木造住宅耐震改修支援事業実施要綱
平成二十五年六月十一日
訓令第十五号
（趣旨）
第一条　この要綱は、町内に存する木造住宅の耐震改修工事に対して補助を行うことにより木造住宅の耐震化を促し、もって地震に対する安全な居住環境を確保するため、猪苗代町補助金等の交付等に関する規則（昭和六十年猪苗代町規則第二号）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
（定義）
第二条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　耐震診断　一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」又は「精密診断法」により、地震に対する安全性を診断することをいう。
二　耐震基準　建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第三章及び第五章の四に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第八条第三項第一号に基づき国土交通大臣が定める基準（平成十八年国土交通省告示第百八十五号「地震に対する安全上耐震関係規定に準じるものとして国土交通大臣が定める基準」）をいう。
三　上部構造評点　建築物の各階、各方向について、第一号又は第二号に定める方法等により算出した保有耐力を必要耐力で除した値のうち、最小のものをいう。
四　一般耐震改修工事　耐震診断の結果、上部構造評点が一・〇未満の住宅を一・〇以上に補強又は改修する工事をいう。
五　簡易耐震改修工事　耐震診断の結果、上部構造評点が〇・七未満の住宅を〇・七以上一・〇未満に補強又は改修する工事をいう。
六　部分耐震改修工事　耐震診断の結果、上部構造評点が〇・七未満の住宅について、主たる居室に特化して補強又は改修を行う工事で、「福島県安心耐震サポート事業」部分耐震改修工事に係る技術基準に適合させる工事をいう。
七　現地建替工事　耐震診断の結果、上部構造評点が一・〇未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準（新耐震基準（平成十二年政令第二百十一号））を満たす住宅を新築する工事をいう。
八　避難路沿道等　猪苗代町地域防災計画又は猪苗代町耐震促進計画に位置付けられた避難路（通学路を含む。）の沿道及び猪苗代町地域防災計画に位置付けられた避難地に隣接する敷地をいう。
九　補助事業者　この要綱の定めにより補助金の交付を受けて、自らが所有する住宅耐震改修工事を行う民間住宅の所有者をいう。
（補助の対象となる住宅）
第三条　補助の対象となる住宅は、町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
一　所有者が自ら居住する専用又は併用住宅（住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の二分の一以上のもの）であるもの
二　工事の着手が昭和五十六年五月三十一日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造三階建て以下の既存住宅
三　猪苗代町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱（平成二十四年猪苗代町訓令第九号）に基づき耐震診断を実施した結果（猪苗代町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱（平成十八年猪苗代町訓令第七号）に基づき耐震診断をした結果を含む。）、耐震基準を満たさないもの。
四　避難路沿道等に存するもの（現地建替工事の場合のみ）
五　補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの
六　過去に県、町による耐震改修工事に係る補助を受けていない住宅
（補助の対象となる経費）
第四条　補助の対象となる経費は、耐震改修工事（耐震改修工事に直接関係のない内外装工事等を除く。以下同じ。）に要した費用とする。
（補助金の額）
第五条　補助金の額は、次の区分に従い、定める額とする。
一　一般耐震改修工事　耐震改修工事に要する費用の二分の一以内、かつ、百二十万円以内の額
二　簡易耐震改修工事　耐震改修工事に要する費用の二分の一以内、かつ、七十二万円以内の額
三　部分耐震改修工事　耐震改修工事に要する費用の二分の一以内、かつ、七十二万円以内の額
四　現地建替工事　耐震改修工事に要する費用の二分の一以内、かつ、百二十万円以内の額
２　補助金総額の算定にあたっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
（申請書の様式等）
第六条　補助事業者は、猪苗代町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書（様式第一号）に、次に定める書類を添付して申請するものとする。
一　付近見取図
二　既存建物の建築確認通知書又は概略平面図
三　工事費内訳書等
四　その他町長が必要とする書類
（変更承認の申請等）
第七条　補助金の交付決定後において、事業内容及び補助金額を変更する場合は、猪苗代町木造住宅耐震改修支援事業補助金変更交付申請書（様式第二号）により、町長が別に指示する日までに行うものとする。
２　補助金の中止及び廃止の承認を受けようとする場合は、猪苗代町木造住宅耐震改修支援事業中止（廃止）承認申請書（様式第三号）を町長に提出しなければならない。
（申請を取り下げることができる期日）
第八条　申請を取り下げることができる期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して十五日を経過した日とする。
（実績報告）
第九条　実績報告は、猪苗代町木造住宅耐震改修支援事業実績報告書（様式第四号）に次に定める書類を添えて、事業完了の日（事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して三十日を経過した日、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の三月二十日のいずれか早い日までに行わなければならない。
一　建築士が発行する耐震改修後の住宅の耐震性能を証明する書類の写し
二　要した費用を証するもの（工事等契約書の写し）
三　工事出来型写真（施工前、施工中、施工後）
四　その他、町長が必要と認める書類
（補助金の交付の請求）
第十条　補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合は、猪苗代町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書（様式第五号）を速やかに町長に提出しなければならない。
（会計帳簿等の整備等）
第十一条　補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況が判明する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して五年間保存しておかなければならない。
（補則）
第十二条　この要綱の施行について必要な事項は、町長が定めるものとする。
附　則
この訓令は、公布の日から施行する。
附　則（平成三一年三月二七日訓令第一号）
この訓令は、公布の日から施行する。
附　則（令和五年三月二八日訓令第一一号）
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。










image5.png
B 6 %5 (5 10 ZRBER)

£ A H
SRR S
e
= i
K 4
B AT A (2B RS s S 2 ) A o
£ 0 B BR % TR D o TR AT
AKIEAEBIESIE B HER IOV T, FRlc kv & MERH LT 2 S

LEIFHRLETS,

Ei

.
=
HE
s

o3
=X
P
[
&

%
i}





image1.png
BeEE 1 (5 6 4BItR)

H AR ARG E TR

SRR R

v TR ISR B R e 3

e R A &2

=
. T

™

B
HEEH T -
P
7 VA
K 4
(&5

( )

AN @A AT ST 6 SROBLEIC L D, O LBV HGEELET,

TO% 8 B | sEReT
11 -
KW B | 2R ot B W 4
3B il ot
3 X ( ), Y ( )
WREBBHRATA [ 5 =
Sl (SlEt%) W : b ; )
1B X ( ), ( )
T % o & R - CRTEKETHE - WOHEKETE - BOTEKE T
- BLHER S T
LIV A ORI N i .
RN R
W % BLA ) | B GRRR
B A A A 5 (1, 00 0MAHHET)
THETEHAB| HTAR £ R B | %=TAR £/ B
R T EA B £ A H
TGRS | ( ) HigEL ( ) XGRE =
o K 4
Rk - W | mggisskds | ( ) IR =
£ BT 4
WO % AR ( )
T % | A REEA
L Ly B T ( )
T IR G O S T B X R 0 L
2 WTBLOSHNGENIE (A
3 WK EEO R FIGER S (50K
‘ 4 RN, EEE, FEK G OYER) | SRR
w A WOE 5 R, ool kR RS GRS AT
6  MEMRE OMEZE ORSTHEE EELORARNOH S5 b D)
7 TR (WESE T T OMOREIE S b o)
8  MIRHRERIEE LTS & LR AET 50 (fEReEs)
9 HiXBEEDTE BEMOERERE LILb0)
o





image2.png
RSS2 95 (5 7 &BAtR)

AT R

I

AT AR (R S S Sl B 4 28 S A2 H Gl

E

£ A AfE RS % FCEARED & o Te F B
BB HONT, FROEBYEELEZWOT, BURERERL TR LET,

B

2 PRESET TEENR

3 EWERH

S

(7E) HEEHOWE R OBMERIL, TR AGTEON

YR ORI 2 T .





image3.png
RS 3 05 (5 7 &BAtR)

AT R

M AT Bl RS STk (BEIR) 7RG HGHE

TR &0 AT ARG R SR A Tk (BEIR) LicvwoT, AR LTS
EELEIHGELET,

B

1 #EORMREFEA A RO

2 ik (BEIL) ofh

3 ik (BEIL) ONFE




image4.png
RS 4 %5 (5 9 &RBAtR)

AT R

HiB P

A MU SR G E = e

ISR T, TR0 L 0 RIS (i AR SR 3 2 38t L 72 o
T, ZOFEREHE LET,

B

1 Al O R AR ERE S OV O FEAgH

B A PR AR !

il B & % R g

2 ABhIIEOFHMIH
H £ A A

ED 4

i
hut
m

3 WA (% 23)

()L RAT T DB SAE S OB O EERE 2 FEH 588 (5L)
QELETAETET 5 b0 (LHFSERKHEDT L)

@) LSRG (i Caf, T, i 14%)

(4)Z OAMNT BAS B & 38 2 5





